
第３３号議案 

平成３０年度宍粟市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

 平成３０年度宍粟市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 533,031千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表 歳入歳出予算｣による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、｢第２表 

債務負担行為｣による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。 

 

   平成３０年２月２６日提出 

 

                                              宍粟市長   福 元 晶 三 
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金          額款

第 １ 表 　 歳 入 歳 出 予 算

－2－

（単位：千円）歳 入

項

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 377,302

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 377,302

使 用 料 及 び 手 数 料2 50

手 数 料1 50

国 庫 支 出 金3 2,236

国 庫 補 助 金1 2,236

繰 入 金4 151,429

他 会 計 繰 入 金1 151,429

繰 越 金5 1

繰 越 金1 1

諸 収 入6 2,013

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 2

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金2 2,010

雑 入3 1

533,031歳              入              合              計



－3－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 9,634

総 務 管 理 費 1 8,548

徴 収 費 2 1,086

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 521,377

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1 521,377

3 公 債 費 10

公 債 費 1 10

4 諸 支 出 金 2,010

償 還 金 及 び 還 付 金 1 2,010

533,031歳              出              合              計
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第２表  債務負担行為

(単位：千円)

事 項 限 度 額

後期高齢者医療システム改修
業 務 委 託 （ 新 元 号 対 応 ）

756

期 間

平成３１年度



－5－

款 比     較前 年 度 予 算 額

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書１　総　括
（単位：千円）歳 入

本 年 度 予 算 額

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 385,309 △8,007377,302

2 使 用 料 及 び 手 数 料 20 3050

3 国 庫 支 出 金 0 2,2362,236

4 繰 入 金 144,817 6,612151,429

5 繰 越 金 1 01

6 諸 収 入 2,053 △402,013

歳     入     合     計 533,031 532,200 831



地 方 債

本年度予算額 比 較前年度予算額款

－6－

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

歳 出

7,3962,2361 6,761 2,8739,634 2総 務 費

144,0732 523,379 △2,002521,377 377,304後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

103 10 010公 債 費

2,0104 2,050 △402,010諸 支 出 金

歳     出     合     計 533,031 532,200 831 2,236 153,489 377,306



－7－

後期高齢者医療事業特別会計 1  後期高齢者医療保険料

２　歳　入

（単位：千円）後期高齢者医療保険料1後期高齢者医療保険料（款） 1 （項）

前 年 度 説    明
金   額区   分

節
比   較本 年 度目

269,338現年度分1268,894特別徴収保険料1 444269,338 269,338特別徴収保険料（現年度分）

105,845現年度分1116,415普通徴収保険料2 △8,451107,964 105,845普通徴収保険料（現年度分）

2,119滞納繰越分2 2,119普通徴収保険料（滞納繰越分）

△8,007385,309377,302計

手数料（項） 1使用料及び手数料（款） 2

50督促手数料120督促手数料1 3050 50督促手数料

302050計

国庫補助金（項） 1国庫支出金（款） 3

2,236社会福祉費補助金10民生費国庫補助金1 2,2362,236 2,236高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

2,23602,236計

他会計繰入金（項） 1繰入金（款） 4

7,356事務費繰入金1144,817一般会計繰入金1 6,612151,429 7,356事務費繰入金

144,073保険基盤安定繰入2 144,073保険基盤安定繰入金

金

6,612144,817151,429計

繰越金（項） 1繰越金（款） 5

1繰越金11繰越金1 01 1前年度繰越金

011計



－8－

延滞金、加算金及び過料1諸収入（款） 6 （項）

前 年 度 説    明
金   額区   分

節
比   較本 年 度目

1延滞金11延滞金1 01 1科目設定

1過料11過料2 01 1科目設定

022計

償還金及び還付加算金（項） 2諸収入（款） 6

2,000保険料還付金12,000保険料還付金1 02,000 2,000保険料還付金

10還付加算金150還付加算金2 △4010 10還付加算金

△402,0502,010計

雑入（項） 3諸収入（款） 6

1滞納処分費11滞納処分費1 01 1科目設定

011計



－9－

後期高齢者医療事業特別会計 1  総務費

３　歳　出

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位：千円）

目 本 年 度 前 年 度 比   較

本  年  度  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1一般管理 8,548 5,603 2,945 2,236 6,312 4共 済 費 382 臨時職員社会保険料等 382

費
7賃 金 2,371 臨時職員賃金 2,371

9旅 費 37 普通旅費 37

11需 用 費 102 文具消耗器材 75

図書・追録代 10

諸帳票印刷代 17

12役 務 費 2,700 郵便料 2,700

13委 託 料 2,236 システム改修業務委託料 2,236

18備 品 購 入 費 720 事務用備品購入費 720

計 8,548 5,603 2,945 2,236 6,312

（款） 1 総務費 （項） 2 徴収費

1徴収費 1,086 1,158 △72 1,084 2 11需 用 費 386 文具消耗器材 50

諸帳票印刷代 336

12役 務 費 700 郵便料 700

計 1,086 1,158 △72 1,084 2

（款） 2 後期高齢者医療広域連合納付金 （項） 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1後期高齢 521,377 523,379 △2,002 144,073 377,304 19負担金､補助 521,377 後期高齢者医療広域連合納付金 521,377

者医療広 及 び 交 付 金

域連合納

付金



－10－

（款） 2 後期高齢者医療広域連合納付金 （項） 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目 本 年 度 前 年 度 比   較

本  年  度  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

計 521,377 523,379 △2,002 144,073 377,304

（款） 3 公債費 （項） 1 公債費

1利子 10 10 0 10 23償還金､利子 10 一時借入金利子 10
及 び 割 引 料

計 10 10 0 10

（款） 4 諸支出金 （項） 1 償還金及び還付金

1保険料還 2,000 2,000 0 2,000 23償還金､利子 2,000 保険料還付金 2,000

付金 及 び 割 引 料

2還付加算 10 50 △40 10 23償還金､利子 10 還付加算金 10

金 及 び 割 引 料

計 2,010 2,050 △40 2,010



（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

後期高齢者医療システム改修
業務委託（新元号対応）

756 － － 平成31年度 756 756

合 計 756 756 756

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 限 度 額
前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源
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